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商工会・プレミアム付商品券・トロパ

　商工会では、市の地域資源や加工技術を活用して開発された特産品の認定、
奨励を推進し、特産品推奨認定制度を設けています。市民の信頼を高めること
により製造業の生産技術と生産意欲の向上・販路の拡大を図り、産業を振興す
ることが目的です。特産品推奨認定基準は、安心・安全、本市の歴史、文化の
継承や技術、技法の伝承を基本とするもので、審査委員会で認められた商品は
「宜野湾市特産品推奨マーク」を貼付することができます。市内事業所で心を
込めて作られています。推奨特産品をぜひご賞味ください。

　使用期限を過ぎた商品券は無効になります。必ず、期限内での使用をお願いします。
　緑色のポスターが掲示されている店舗では、大型店舗中小店舗共通券（青色）と中小店舗専用券（緑色）のどちらも使
用できます。また、青色のポスターが掲示されている店舗では、大型店舗中小店舗共通券（青色）のみ使用できます。
　商品券取扱店舗は市ホームページにて随時更新していますのでこちらもご覧ください。

宜野湾市推奨特産品をご存知ですか？

プレミアム付商品券の使用期限は12月31日（木）まで！

リリーフーズ
愛知2-13-11　☎892-0358

あかゆら
大謝名2-16-8　☎898-6708

琉球インタラクティブ（株）
宇地泊558-18　☎988-1572

問合せ：産業政策課　プレミアム付商品券発行事業担当　☎893-4411　内線445・504・505

中小店舗専用券（緑）

大型店舗・中小店舗共通券（青）

中小店舗専用券（緑）

大型店舗・中小店舗共通券（青）

大型店舗・中小店舗共通券（青）

プレミアム付商品券の使用期限は12月31日（木）まで！

宜野湾市推奨特産品をご存知ですか？
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宜野湾市商工会
☎ 897-0111

http://www.ginowan.or.jp

リリーフーズ
愛知2-13-11　☎892-0358

あかゆら
大謝名2-16-8　☎898-6708

琉球インタラクティブ（株）
宇地泊558-18　☎988-1572

田芋シュークリームかんさんの島どうふチップスチュラコラ 田芋シュークリームかんさんの島どうふチップスチュラコラ

大型店舗・中小店舗共通券（青）

こちらののぼり旗
が目印です！

問合せ：産業政策課　☎893-4411　内線449

中小企業振興条例

　宜野湾市には3,566の事業所（「平成24年度経済センサス」より）があり、商業やサービス業など様々な業種があ
りますが、その99％が中小企業であり、またその多くが従業員数5名以下（製造業は20名以下）の小規模企業や個
人経営等の小企業です。これら中小企業・小規模企業・小企業の発展は、私たちの生活と深く関わっており、地域経
済や雇用を支えるだけでなく、これらが元気に発展していくことで雇用が拡大し、まちのにぎわい、市民サービスの
向上という地域活性化の好循環が生まれます。
　このため市では、市民、事業者、行政、商工会等の関係団体が協力して、がんばる中小企業・小規模企業・小企業
を盛り上げて、まちをさらに元気にしていくために「宜野湾市中小企業・小規模企業・小企業振興基本条例」を策定
しました。

市民サービスの向上
雇用・消費の拡大
所得の向上

人口の増加
産業の創出

魅力あふれる
元気なまち

中小企業・小規模企業・
小企業の発展

「宜野湾市中小企業・小規模企業・小企業振興基本条例」要約
※条文等の詳細については市ホームページ（事業者向け情報「商工振興」）をご覧ください。

宜野湾市中小企業・小規模企業・小企業
振興基本条例が策定されました!

基本的施策（以下の取り組みを図る施策を実施）

それぞれの役割
協働して施策を推進協働して施策を推進

　「宜野湾市中小企業振興会議」は、市内の商工業者や商工会等の中小企業団体
の代表者、市民、学識経験者等で構成されており、事業者や市民の声、社会や
経済の全体的な動き等を踏まえながら、施策の充実化を図ります。

経営の革新 創業の促進 経営基盤の強化 資金調達の円滑化 人材確保と育成

観光需要の創出 地域資源の利活用 農漁業等との連携促進 大学等との連携促進

商店街の振興

施策の実施状況を
公表（毎年）

意見の反映（宜野湾市中小企業振興会議）

・中小企業等の振興への理解と
協力
・市産品の利活用に努める

市　民
・商工会への加入に努める
・商店会の実施する振興事業へ
の応分の負担による協力

商店街で事業を営む者
・経営の革新、経営基盤の強化、
雇用環境の安定、人材育成、
市産品の利活用に努める

中小・小規模・小企業者
・基本的施策の実施
・市内中小企業者等の受注機会
の増大を図る

市

・中小企業者等との連携、地域
経済の振興に努める

大学等
・中小企業者等の経営の向上、
改善を積極的にサポート
・市の施策への協力

商工会等の中小企業団体
・中小企業等振興への理解
・地域経済発展に努める
・市産品の利活用に努める

大企業者

市民サービスの向上
雇用・消費の拡大
所得の向上

人口の増加
産業の創出

魅力あふれる
元気なまち

中小企業・小規模企業・
小企業の発展

中小企業・小規模企業・小
企業が発展することで、雇
用や消費の拡大、就業者の
所得の向上につながります。

新たな産業の創出、人口の
増加による需要拡大等によ
り、さらなる中小企業・小
規模企業・小企業の発展が
期待できます。

所得の向上や事業所の業績ア
ップは市税の増収にもなり、
教育や福祉などの市民サービ
スの向上につながります。

元気で住みよいまちが形成
され、まちの魅力が向上す
ることで、人口増加や新産
業の創出が図られます。

中小企業・小規模企業・
小企業の振興と
地域活性化の
好循環を実現


